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20
歳
に
な
る
と

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
す

日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
に
加

入
し
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
書
類

（「
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら
せ
」や「
納

付
書
」
な
ど
）
が
届
き
ま
す
。
加
入
日

は
20
歳
の
誕
生
日
の
前
日
で
す
。
加
入

手
続
は
不
要
で
す
。

※
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
は
、
勤
務
先

で
厚
生
年
金
に
加
入
し
ま
す
。
20
歳

未
満
で
も
厚
生
年
金
の
制
度
が
あ
る

会
社
に
就
職
し
た
場
合
、
厚
生
年
金

に
加
入
し
ま
す
。

※
厚
生
年
金
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
は
、
厚
生
年
金
加
入
者
の

勤
務
先
で
、
国
民
年
金
加
入
の
手
続

を
し
ま
す
。

世代を超えた支え合い
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務づけら
れていて、受給資格を満たす人に生涯にわたって基礎年金が支給される制度です。
国民年金加入中は、保険料の納付や生活環境の変化に応じた届出が必要です。
今回はお得な納付方法も含め、国民年金について紹介します。

問合せ　�日本年金機構 富士年金事務所（横割 3-5-33）　☎0545-61-1900�
国�保年金課国民年金担当（市役所3階）　☎0545-55-2755　0545-51-2521

国民年金 年金について詳しくは、
富士年金事務所に問い合
わせるか、日本年金機構
ウェブサイトを
ご覧ください。

　65歳になったとき【老齢基礎年金】
保険料を納めた期間や免除を受けた期間などが 10
年以上ある人に（原則 65歳から）支給されます。
　病気やけがで障害が残ったとき【障害基礎年金】
国民年金加入中に、病気やけがなどで障害が残った
ときに支給されます。20歳になる前の障害について
も支給の対象となります。
家の働き手に先立たれたとき【遺族基礎年金】
国民年金加入中または加入したことがある人が亡くなっ

たときに、子のいる配偶者または子に支給される年金です。
※子については、年齢制限があります。

こんなとき 届出先 必要なもの

就職したとき 勤務先 勤務先に確認

結婚して会社員など
の配偶者の扶養に入
るとき

配偶者の勤務先
（住所や氏名を変
更する場合も配偶
者の勤務先に届け
出てください）

配偶者の勤務先に確認

退職したとき

国保年金課
（第1号被保険者
資格取得の手続を
します）

退職した勤務先から発行
される「脱退連絡票」、基
礎年金番号が分かるもの

離婚・収入増加など
で配偶者の扶養から
外れたとき

配偶者の勤務先から発行
される「脱退連絡票」、基
礎年金番号が分かるもの

60歳未満の第3号
被保険者の配偶者が
65歳に達したとき

基礎年金番号が分かるもの
※�配偶者の65歳の誕生
日の前日以降に手続を
してください。

海外に転出するとき 国保年金課 基礎年金番号が分かるもの

生活環境が変わったら、届出が必要です！

※�海外在住で日本に住所がない期間は受給資格期間に含まれます
が、将来受け取る年金額には反映されません。

国民年金のこんなとき

！

詳しくはこちら▶

年金を受け取るためには、受給資格を満たす必
要があります。また、上記のほかにも支給され
る年金や一時金があります。
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
方
法

◦
納
付
書
（
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
）

◦
口
座
振
替

◦
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド（
自
動
引
落
し
）

◦
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

◦
電
子
納
付
（
ペ
イ
ジ
ー
）

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

手
続
が
で
き
ま
す

国
民
年
金
の
手
続
の
一
部
は
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
申
請
・
届
出
が
で

き
ま
す
。

対
象
の
手
続
内
容
な
ど
詳
し
く
は
、

日
本
年
金
機
構
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

国民年金保険料は、一定期間の保険料を前納（ま
とめて前払い）することができます。
さらに、口座振替で前納すると、割引額が最も大
きくなるので大変お得です。金融機関の窓口や富士
年金事務所でお申し込みください。
※�口座振替での前納は随時申込みできますが、4月
分からの6か月・1年・2年前納は、2月末日ま
でに申し込む必要があります。
※�クレジットカードでの前納もできま
す。割引額などが異なりますので、
日本年金機構のウェブサイトでご確
認ください。

▲�詳しくは
こちら

便利でお得！口座振替の前納！


